
軽
油
の
購
入
は
県
内
の

私
達
の
生
活
は
、
人
や
物
、
さ
ら
に

は
情
報
等
の
交
流
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
交
流
の
手
段

と
し
て
自
動
車
は
今
や
必
要
不
可
欠

ス
タ
ン
ド
で
H
H
M

油

引

取

税

な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

自
動
車
交
通
に
必
要
な
道
路
の
整
備

を
図
る
こ
と
が
、
国
や
県
さ
ら
に
市

町
村
の
大
き
な
仕
事
と
な
っ
て
い
ま

総合雪対策条例施行

冬きたりなば……・.

とり組むことをめざしています。

監蚤謹選孟温韮~

住みよい富山の冬をめざして制定された富山県

9月 1日から施行されました。総合雪対策条例が、

県では、この11月までに、この条例の精神を具
EgO)fclSl，¥ 

体的に生かすための総合雪対策計画を策定するこ条例は、私たちと雪との上手な付き合い方の基

とにしています。本的な方針を定めたもので、ねらいは、「雪による

この総合雪対計画は、中長期展望に立った基本障害の克服」と「雪の利用の促進」にあります。

計画と今年度の実施計画とで構成されます。とくすなわち、雪によってもたらされる不利益をな

に基本計画では、条例の内容である「雪に強いまくするため、あらゆる施策を投入し、県民が一年

ちづくり」、「産業の雪害防止等」、「雪災害対策」、

「雪の利用の促進等」、「財政措置等」の順で組み

を通じて生き生きと活動できる環境をっくりあげ

ること、そして雪を貴重な資源として利用したり

す
。と

こ
ろ
で

」
の
道
路
や
橋
の
新
設
、

補
修
・
維
持
管
理
の
費
用
に
充
て
る

た
め
、

地
方
税
と
し
て
軽
油
引
取
税

や
自
動
車
取
得
税
が

揮
発
油
税

国
税
と
し
て

地
方
道
路
税
そ
し
て
石

油
ガ
ス
税
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

自
動
車
で
道
路
を
利
用
す
る
人
々
に

み立てられるヒとになっています。雪に親しむ活動を広めることによって、明るく活

純正軽油を使いましょう
軽油に灯油などを混ぜた混和軽油を販売したり、灯油や

混和1軽油などを自動車の燃料として消費する場合には、販

売したり消費した人が販売数量または消費した数量を県税

事務所へ直接申告し、数量に応じた軽油引取税を納めなけ

ればならなくなります。このような手数を昔、き、愛車を大

切にするためにも純正軽油を使用しましょう。

この計画策定には、県民の皆様の声の反映につ気のある冬の富山を実現することです。また、 雪

とめていきたいと考えていきますので、ご協力く対策の基本理念や雪対策にとり組む、県、市町村、

だきるようお願いします。県民の役割を明らかにし、県、市町村、県民がー

体となって、長期的な視点から総合的に雪対策に

地域を創造する

応
分
の
負
担
を
求
め
て
い
ま
す
。

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

免
税
と
な
る
軽
油
を
使
用
し
よ
う

と
す
る
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
県
税
事
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-
軽
油
引
取
税
と
は

こ
の
税
は
、
パ
ス
、

ト
ラ
ッ
ク
な

ど
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
の
車
に

務
所
へ
申
請
し
て
「
免
税
軽
油
使
用

燃
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
軽
油
の
購

者
証
」

の
交
付
を
受
け
て
下
さ
い
。

入
者

(消
費
者
)

に
負
担
し
て
い
た

そ
れ
か
ら
軽
油
を
実
際
に
購
入
す
る

だ
く
税
で
、

ス
タ
ン
ド
で
購
入
す
る

際
に
、
県
税
事
務
所
に
「
免
税
軽
油

際
に
軽
油
の
代
金
に

一
リ
ッ
ト
ル
当

使
用
者
証
」
を
呈
示
し
て
必
要
な
数

り
M
円
初
銭
の
割
合
で
含
ま
れ
て
い

量
の
免
税
証
(
チ
ケ
ッ
ト
)

の
交
付

ま
す
。

を
受
け
て
、

そ
の
チ
ケ
ッ
ト
を
ス
タ

-
税
が
免
除
に
な
る
場
合

ン
ド
に
渡
し
ま
す
と
税
が
か
か
ら
な

軽
油
引
取
税
は
、
道
路
整
備
の
費

い
価
格
で
軽
油
を
購
入
す
る
こ
と
が

用
に
充
て
る
と
い
う
特
定
の
目
的
の

で
き
ま
す
。

た
め
に
使
用
さ
れ
る
財
源
で
す
か
ら
、

農
業
、
林
業
、
木
材
加
工
業
、

船
舶

県
税
に
関
す
る
御
質
問
や
御
相
談

は
、
最
寄
り
の
県
税
事
務
所
へ
お
問

い
合
せ
下
さ
い
。

等
の
機
械
の
動
力
源
と
し
て
軽
油
を

消
費
す
る
場
合
は
、
税
が
免
除
さ
れ

-入学定員
学 科 専 攻 入学定員

金属工芸専攻 20 
漆工芸専攻 15 

75 産業工芸学科
木材工芸専攻 15 
産業デザイン専攻 25 
経営実務専攻 40 
情報処理専攻 40 

125 産業'情報学科 ビジネス外語専攻 45 
(英米コース (30程度)

(中国コース (15程度)

計 200 

入学者選抜等詳しいことについては、高岡市中川園

町1番 l号 電話 (0766)25-8441の高岡短期大学総

務課へ、お問い合わせください。

高岡短期大学
高岡市二上町に建設中の高岡短期大学では、昭和61年 4

月から学生の受け入れが始まります。

〈大学の目的〉

この大学では、伝統的な工芸分野の技術者養成とともに、

急速に発展する経済社会の情報化 ・国際化に対応する産業

人の養成が行われることになっています。

〈地域に聞かれた大学〉

このほか、地域に聞かれた短期大学として、社会教育や

文化事業の実施・協力並び、に社会人の再教育を積極的に行

うため、短期大学開放センターが置かれ公開講座、共同研

究、展示、ゴンサルテーションの実施など地域の多様な要

請に幅広く対応される予定です。

〈学生の受入れ〉

学生の受け入れに当たっては、学力試験による選抜のほ

か、高等学校長からの推せんによる選抜や現に事業所等で

従事し、学習意欲の旺盛な社会人受け入れの特別選抜の枠

が充分に用意されています。

推せん入学及び社会人の特別選抜による入学の申し込み

期間は昭和60年 9月10日から 9月20日までとなっています。
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